
入 札 説 明 書  

令和8年5月1日付け一宮市告示第232号における（仮称）一宮市第2共同調理場整備事業に

係る道水路付替え設計業務委託の一般競争入札を次のとおり実施する。 

なお、入札等については、関係法令及び一宮市契約規則に定めるもののほか、この入札説

明書によるものとする。 

1 委託内容 

(1)委託案件の名称 

（仮称）一宮市第 2共同調理場整備事業に係る道水路付替え設計業務委託 

詳細は「（仮称）一宮市第 2共同調理場整備事業に係る道水路付替え設計業務委託

仕様書」で示すとおり。 

(2)委託案件の仕様等 

「（仮称）一宮市第 2共同調理場整備事業に係る道水路付替え設計業務委託仕様書」

で示す仕様とする。 

(3)業務期間 

契約日の翌日から令和 9年 2月 26 日（金）まで 

2 競争入札参加資格の確認等の申出  

(1)入札に参加しようとする者は、以下の書類を提出し、競争入札参加資格の確認をうける

こと。 

ｱ. 競争入札参加申出書及び資格確認申請書（以下「確認申請書」という。） 

ｲ. 実績の確認のできる書類（契約書（写）等） 

なお、競争入札参加資格の確認に必要な確認申請書等の記載内容について説明を求

められた場合は、これに応ずること。 

(2)提出期間及び提出場所 

競争入札参加申出書を次の期間内に郵送又は持参により、指定の提出場所に提出す

ること。ただし、郵送の場合は必着とし、持参の場合は土日を除く。 

令和 8年 5月 7日（木）午前 9時から 

令和 8年 5月 13 日（水）午後 5時まで 

提出場所 

一宮市教育部学校給食課 

一宮市浅井町東浅井字大島 1540-1（郵便番号 491-0112） 

電 話  ：（0586）28-8650 

(3)期限までに確認申請書及び関係書類を提出していない者並びに競争入札参加資格がな

いと認められた者は、入札に参加することができない。 

(4)提出書類に関する注意事項 

ｱ. 提出書類の作成に要する費用は申請者の負担とする。 

ｲ. 提出された書類は申請者に返却しない。また、原則として公表せず無断で使用す

ることはしないものとする。 



ｳ. 一宮市が指示した場合を除き、提出期間後における書類の差替え及び追加提出は

認めないものとする。 

(5)競争入札参加資格の確認結果の通知方法 

確認申請書を提出した者に対して、令和 8年 5月 14 日（木）までに競争入札参加資

格の有無を書面により通知する。 

なお、競争入札資格がないと認められた者は、その理由の説明を求めることができ

るものとする。 

説明を求めるときは、その通知を受理した日から起算して 5日以内（休日を除く。）

に、一宮市教育部学校給食課にその旨を記した書類を持参しなければならない。 

3 入札説明書に対する質問及び回答 

(1)入札説明書に対する質問は、次の期間内に電子メールにより提出すること。 

令和 8年 5月 7 日（木）午後 1時から 

令和 8年 5月 19 日（火）午後 5時まで 

(2)質問に対する回答は、令和 8年 5月 20 日（水）午後 4時 30 分までに一宮市公式ウェブ

サイトにて一括して行うものとする。

4 入札期間及び開催の日時等 

(1)入札・開札の日時及び場所 

令和 8年 5月 25 日（月） 午前 10 時 00 分 

一宮市東浅井給食センター2階 研修室 

(2)入札の執行回数 

3 回を限度とする。 

1 回目の開札の結果、予定価格の範囲内の入札がないときは再度入札をするものと

する。なお、1回目の入札に参加しなかった者又は 1回目の入札で無効な入札をした

者は再度入札に参加することができない。 

5 落札者の決定方法  

本入札は、入札後直ちに開札を行うものとし、一宮市契約規則第 43 条第 1 項の規

定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札をし

た者を落札者として決定する。


